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学校法人順正学園教育後援会規約  

 

（名称）  

第１条  本会は、学校法人順正学園教育後援会と称する。  

 

 

（目的）  

第２条  本会は、学校法人順正学園の発展を期するため、教育上の諸施設等必要な事

項に対して後援をするとともに、会員相互の親睦を図る。     

 

 

（事業）  

第３条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業活動を行う。  

     （１）学生生活充実のための諸活動の援助  

     （２）教育活動の整備   

    （３）会員と大学の懇親会  

   ２  本会は、前項のほか、本会の目的を達成するために必要な事業活動を行う。  

 

 

（会員）  

第４条  本会の会員は次の者をもって構成する。但し、通信教育の学生の保護者、夜  

間の学生の保護者は除く。  

    （１）吉備国際大学の学生の保護者  

    （２）順正高等看護福祉専門学校の学生の保護者  

    （３）九州保健福祉大学の学生の保護者  

    （４）九州保健福祉大学総合医療専門学校の学生の保護者  

  （５）順正学園の教職員  

 

 

（支部）  

第５条  本会に九州支部を設け、支部長を置く。  

 

 

（部会）  

第６条  本会に次の部会を置き、必要に応じて部会を開く。  

    （１）吉備国際大学部会  

    （２）順正高等看護福祉専門学校部会  

    （３）九州保健福祉大学部会  

（４）九州保健福祉大学総合医療専門学校部会  

   ２  部会は学校毎の会員をもって構成する。  
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（役員）  

第７条  本会の役員は次のとおりとする。  

    （１）名  誉  会  長        １名  （理事長・総長）  

    （２）顧 問         ４名  （学長・校長）  

    （３）会  長        １名   

（４）支 部 長        １名  

  （５）副 会 長        ５名   （各設置校保護者４名・教職員１名）  

    （６）監 査        ２名  （保護者・教職員各１名）  

    （７）委 員       若干名  

 

 

（任務）  

第８条  役員の任務は次のとおりとする。  

  （１）名誉会長、顧問は本会の運営を支援する。  

  （２）会長は、本会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。  

  （３）副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。  

    （４）監査は会計の監査をする。  

    （５）委員は会務の運営にあたる。  

 

 

（選任）  

第９条  役員の選任は次のとおりとする。  

 （１）会長および副会長、監査は総会の議を経て、名誉会長が委嘱する。  

（２）支部長は、支部総会の議を経て、名誉会長が委嘱する。  

  （３）委員は、会長が副会長、名誉会長の意見を聞き、委嘱する。  

 

 

（会費）  

第１０条  本会の会費は年額６，０００円とする。   

        ただし卒業年次までの会費を事前に納入することもできる。  

 

 

（総会）  

第１１条   総会は毎年１回開催する。なお、必要に応じ臨時に開くことができる。  

      ２  総会において、決算、予算、事業計画、役員選任、その他重要事項を  

審議する。  

 

 

（地区別懇談会）  

第１２条  地区別懇談会を開催する。  

 

 

（役員会）  

第１３条  役員会は、名誉会長、会長、副会長で組織し、会の運営に必要な事項を  

審議する。  

      ２  役員会には議案に応じ、監査、委員も出席するものとする。  
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（積立金）  

第１４条  教育後援会では、次の目的に使用する場合に備えて、積立金を行うことが  

できる。  

（１）大型施設設備等の寄附  

（２）災害等により学園が著しく被害を受けた場合の緊急支援  

（３）災害等により学生または保護者が被災した場合の緊急支援  

（４）その他、総会において認めたもの  

 

 

（その他）  

第１５条  教育後援会の事務は当分の間、学園法人本部で担当する。   

      ２  九州支部の事務は当分の間、九州保健福祉大学事務局で担当する。  

 

 

附則  １  この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要なことは、役員会の  

議を経て会長が定める。  

   ２  この規約は１９９４年９月４日（設立総会）から施行する。  

附則   この規約は１９９５年６月１０日から施行する。  

附則   この規約は１９９９年６月１２日から施行する。  

附則   この規約は２０００年６月１０日から施行する。  

附則   この規約は２００１年６月９日から施行する。  

附則  この規約は２００２年６月８日から施行する。  

附則  この規約は２００３年６月７日から施行する。  

附則  この規約は２００５年６月２５日から施行する。  

附則  この規約は２００８年４月１日から施行する。  

附則  この規約は２０１０年４月１日から施行する。  

附則  この規約は２０１１年４月１日から施行する。  

附則  この規約は２０１２年４月１日から施行する。  

附則  この規約は２０１６年４月１日から施行する。  

 

 


